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【資料編】　２．推進事業一覧

部 課

1-1　火災により、多数の死者・負傷者が発生する事態

1-1 （1）　消防水利の維持管理

消防水利整備事

業
消防本部 警防課

現有する消防用水利の維持管理を

行うとともに、大地震発生時のラ

イフライン寸断により消火栓が使

用不能となった場合に活用可能な

耐震性貯水槽の設置数を増やす。

地震等による災害に対応するた

め、水道事業等に併せて消火栓を

整備する。また、経年劣化した消

火栓の補修を行うなど、消防水利

施設の維持管理を図る。

1-1 （2）　消防庁舎・消防車両の維持管理等

消防施設管理事

業
消防本部

消防

総務課

火災等の災害から市民の生命、身

体、財産を守るため、消防庁舎の

整備、充実を図る。

消防施設を維持管理していくため

に必要な施設修繕費や工事等を行

う事業。

消防車両整備事

業
消防本部 警防課

消防庁が定める「消防力の整備指

針」に基づき、消防車両、救急車

両等の整備を補助金等も活用し計

画的に推進することで消防力の強

化を図る。

消防車両（ポンプ車、水槽付消防

ポンプ車、はしご車、救助工作

車、救急車、消防団車両等）の更

新及び維持管理を行うものであ

る。

1-1 （3）　消防職員の消防力の維持向上

消防総務課一般

事務費
消防本部

消防

総務課

国、県及び全国消防長会等で主催

する会議、研修への出席を通じ、

消防情勢や課題への取組などを共

有することと、各種ワクチン接種

を実施し消防業務の円滑な推進を

図る。

消防業務を円滑に運営するために

必要な事業。強靱化に寄与する事

業内容：国、県及び全国消防長会

等主催の会議及び研修への出席及

び関係機関との連携、各種ワクチ

ン接種の実施。

1-1 （4）　地域の消防体制の強化

消防団運営事業 消防本部
消防

総務課

地域防災力の中核的な役割を担う

消防団への入団促進、安全装備品

の確保等、消防団活動の更なる充

実強化を図る。

上尾市消防団の活動に必要な事

業。

自警消防団運営

事業
消防本部 警防課

大規模災害時に各地域の自主防災

組織とともに災害対応を実施す

る、市内の上尾市自警消防団及び

運営団体である上尾市自警消防団

運営連絡協議会に補助を実施す

る。

上尾市自警消防団運営費等補助金

交付要綱に基づき、各地区自警消

防団及び上尾市自警消防団運営連

絡協議会に対して補助を行うも

の。

自警消防団施設

等整備事業
消防本部 警防課

大規模災害時に地区の自主防災組

織とともに活動する上尾市自警消

防団の使用する施設及び機械器具

の整備を充実するため補助を行う

もの。

自警消防団の運営及び施設、機械

器具の整備充実を図るため、上尾

市自警消防団運営費等補助金交付

要綱に基づき、補助を行うもの。

事業の目的 事業の概要事業名
所管施策

体系
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

第一分団車庫・

詰所整備事業
消防本部

消防

総務課

消防団第一分団車庫・詰所を移設

することを目的とする。

上尾市図書館本館の大規模改修に

伴い、併設していた消防団第一分

団車庫・詰所を上尾市立中央小学

校の敷地の一部に移設する事業。

1-1 （5）　火災予防の指導

火災予防審査・

指導事業
消防本部 予防課

防火対象物及び危険物施設に、消

防法令を遵守して消防用設備等の

設置及び維持並びに防火管理上の

不備等について指導することで、

火災予防を推進する。

消防同意及び危険物施設許可申請

等の審査、防火対象物及び危険物

施設の立入検査を行う。また、職

員が法令改正の説明会や各種研修

会へ参加し、予防技術の向上を図

るための事業。

1-1 （6）　防火意識の啓発

消防音楽隊運営

事業
消防本部 予防課

演奏活動を通じて市民との融和を

図り、火災予防思想の普及啓発や

救急車の適正利用など、消防業務

に関する理解を深めるための広報

を目的とする。

上尾市消防音楽隊を運営するため

の事業。

火災予防啓発事

業
消防本部 予防課

こども達の防火意識、事業所の防

火管理意識及び住宅用火災警報器

の設置率等の向上を目的にイベン

トや広報活動を行い、市民の防火

意識の高揚を図る。

春・秋に実施している火災予防運

動、歳末火災特別警戒、住宅用火

災警報器の設置促進キャンぺーン

及び小学生を対象とした体験学習

（一日消防士）等を行い、市民の

防火思想の普及、啓発を図るため

の事業。

火災原因調査事

業
消防本部 予防課

火災の情報を収集し、原因を調査

することで類似火災の防止に繋げ

る。

火災の原因をはじめ、火災及び消

火のために受けた損害の調査を行

う。これらの火災の原因を究明

し、予防行政へ反映させるもの。

1-2　建築物の倒壊により、多数の死者・負傷者等が発生する事態

1-2 （1）　住宅の耐震化

勤労者住宅資金

貸付事業

環境

経済部
商工課

上尾市内に居住し、または居住し

ようとする勤労者に対し、勤労者

住宅資金の貸付けを行うことによ

り、その持家取得を容易にし、

もって勤労者の福祉の向上に資す

ることを目的とする。

上尾市内に居住し、または居住し

ようとする勤労者に対して、住宅

の新築・増改築・修繕などの住環

境の整備に必要な資金を貸付けす

る。

＜住宅・建築物

安全ストック形

成事業＞

既存建築物耐震

化促進事業

都市

整備部

建築

安全課

災害に強いまちづくりを進め、市

民等の生命と財産を守るため、地

震により想定される被害の低減を

目指す。

上尾市建築物耐震改修促進計画に

基づき、新耐震基準（昭和56年5

月）以前の耐震診断・耐震改修に

補助を行う等、民間建築物の耐震

化の促進に係る事業を行う。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

1-2 （2）　多数の者が利用する民間建築物の耐震化

認知症高齢者グ

ループホーム等

防災改修等支援

事業

健康

福祉部

高齢

介護課

高齢者施設等の利用者等の安全・

安心を確保する。

耐震化改修、水害対策に伴う改修

等や施設の老朽化に伴う大規模修

繕等を促進する。

1-2 （3）　公共施設の耐震化・老朽化対策

コミュニティセ

ンター管理運営

事業

市民

生活部

市民協働

推進課

市民相互のふれあい及び連帯感の

ある地域社会を形成するため、上

尾市コミュニティセンターを設

置。

コミュニティセンターにおける管

理運営委託業務。

イコス上尾管理

運営事業

市民

生活部

市民協働

推進課

市民の文化的な生活の推進並びに

健康の保持及び増進を図るため、

イコス上尾を設置。

イコス上尾における管理運営委託

業務。

文化センター管

理運営事業

市民

生活部

市民協働

推進課

市民の教養及び文化の向上に寄与

し、並びに福祉の増進を図るた

め、上尾市文化センターを設置。

文化センターにおける管理運営委

託業務。

公営住宅管理事

業

行政

経営部
施設課

再開発住宅、コミュニティ住宅の

施設維持管理。

上尾市営再開発住宅条例、上尾市

コミュニティ住宅条例に基づき、

上尾駅東口再開発事業・密集住宅

市街地整備促進事業に伴い住宅困

窮となった市民が入居する上尾市

再開発住宅とコミュニティ住宅の

維持管理経費。

プラザ館管理事

業

行政

経営部
施設課 プラザ館の維持管理。

プラザ館の清掃、設備の維持管理

及び機械警備。

総合福祉セン

ター管理事業

健康

福祉部

福祉

総務課

総合福祉センターの施設維持管理

を行う。

身体障害者福祉センターふれあい

ハウス、老人福祉センターことぶ

き荘、障害福祉サービス事業所か

しの木園等の複合施設として建設

された総合福祉センターの維持管

理を行う。

市立保育所施設

改修事業

こども

未来部
保育課 児童の安全・安心な保育を実施。

公立保育所は、昭和40年代に建設

された保育所が多く施設や設備が

老朽化している。このため、計画

的な改修を図るとともに、緊急の

修繕にも対応していく。

障害者通所施設

等管理事業

健康

福祉部

障害

福祉課

市所有の障害者通所施設等につい

て保守委託や修繕などをすること

により、施設を適正に管理する。

市所有施設の保守委託・空調保守

委託及び必要な修繕に係る費用。

上尾伊奈斎場つ

つじ苑管理運営

事業

環境

経済部

環境

政策課

火葬及び葬儀を行う施設である上

尾伊奈斎場つつじ苑の管理運営事

業。

上尾伊奈斎場つつじ苑の管理運営

事業。令和8年度から令和12年度

まで指定管理者に管理運営を委託

する。基幹的な設備に関わる改修

工事や斎場予約システムの導入は

市が行っている。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

プラザ22管理事

業

環境

経済部
商工課

市民の文化的な生活の推進及び福

祉の増進を図るため、上尾市プラ

ザ22を上尾市谷津二丁目1番50号

に設置する。

上尾市プラザ22の清掃及び警備の

委託、マンションとの共用部分の

共益費・修繕費積立金などの費用

負担、付属備品の劣化交換等の維

持管理を行う。

小学校管理運営

事業

教育

総務部

教育

総務課
小学校の施設等維持管理。

小学校の維持管理に必要な工事や

備品の整備等を実施する。

中学校管理運営

事業

教育

総務部

教育

総務課
中学校の施設等維持管理。

中学校の維持管理に必要な工事や

備品の整備等を実施する。

人権教育集会所

管理事業

教育

総務部

生涯

学習課

同和教育を始めとするさまざまな

人権教育の推進と充実を図る。

原市・畔吉両人権教育集会所は人

権問題の解消に向けて組織的教育

活動を推進する目的で設置された

社会教育施設である。この原市・

畔吉両人権教育集会所の維持管理

を行う。

公民館管理運営

事業

教育

総務部

生涯

学習課

公民館（市内6館）を管理運営す

るため、建築物の点検や修繕等を

行う。

実生活に即する教育、学術及び文

化に関する各種の事業を実施する

公民館（市内6館）を管理運営す

る。

学校施設更新計

画推進事業

教育

総務部

教育

総務課

新たな学校環境を必要とする取組

に対応する施設整備や学校施設の

老朽化状況を踏まえた学校施設の

効率的・効果的なマネジメントを

目指し、「持続可能な教育環境づ

くり」を推進するため。

学校施設の老朽化が進み、大規模

な整備や修繕が必要であるため、

上尾市学校施設更新計画基本方

針、基本計画、実施計画に基づ

き、推進する。

1-2 （4）　宅地における防災対策

宅地耐震化推進

事業

都市

整備部

都市

計画課

頻発する地震に備え、宅地被害を

防止・軽減するための宅地の耐震

化が必要である。特に造成年代が

古い盛土造成地は地震に脆弱なも

のが多いと考えられており、変状

の点検や事前対策を行うことに

よって市民の安全な暮らしを守

る。

大規模盛土造成地の危険度を把握

するため、優先評価に基づき第二

次スクリーニング調査を実施す

る。

1-3　異常気象（浸水・竜巻）等により、多数の死者・負傷者が発生する事態

1-3 （1）　河川改修等の外水氾濫対策

準用河川原市沼

川改修事業

都市

整備部

道路

河川課

河川沿いの低地部において浸水被

害が発生しているため、河道修繕

及び浚渫を行い、流下能力の改善

を行う。また、下流の一級河川原

市沼川の整備状況により、改修工

事を進めていく。

本河川は上尾市と伊奈町の行政境

を流れる河川で、第1期事業の柳

津橋上流から平塚橋下流までの

860mについては暫定的な河川改

修が完了している。県施工の原市

沼調節池事業の進捗の動向を伺い

本格的な改修事業を推進する。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

準用河川上尾中

堀川改修事業

都市

整備部

道路

河川課

過去の水害により家屋等に多数の

被害が発生していることから、改

修工事により河道面積を広げ、治

水安全度の向上を目指し整備を進

める。

本河川は、平成10年度から天沼橋

上流より多自然型護岸の河川改修

を実施している。平成25年度から

市河川事業全体の進捗状況とのバ

ランスを図るため休工していた

が、令和3年度から事業を再開

し、令和９年度の完成を目指して

改修事業を推進する。

準用河川浅間川

管理事業

都市

整備部

道路

河川課

河川の流下能力を確保していくた

め、適時適切な除草や堆積土除去

などの維持管理を行う。

本河川は、昭和50年に準用河川の

指定を受け、平成9年度より花の

丘公苑から県立大宮北特別支援学

校までの約1.3㎞区間の改修を令和

2年度で完了し、令和3年度から維

持管理（除草等）を行っていく。

都市基盤河川江

川改修事業

都市

整備部

建設

管理課

上尾市が最下流であり家屋等への

浸水被害が頻発しているため、早

期の浸水被害解消を図る。

桶川市が事業主体の流域の4市で

「江川改修促進協議会」を形成し

河川改修を推進及び維持管理（除

草等）をしている。負担金は流域

面積割となっている。（上尾

38%、北本17%、鴻巣0.5%、桶

川44.5%）

普通河川整備・

管理事業

都市

整備部

道路

河川課

普通河川（市有水路含む）の改良

や整備及び維持管理を実施するこ

とにより、快適な生活環境や市民

生活の安全を図る。

年次計画を基にして、市内に約

260㎞ある普通河川（市有水路含

む）の改良や整備及び浚渫・草刈

等の維持管理を実施する。

河川流域遊水機

能保全事業

都市

整備部

建設

管理課

江川流域の洪水軽減対策として、

農地権利者との協定に基づいて報

償金を支払う。

洪水被害の軽減対策で、江川流域

内の遊水機能としての役割を果た

している農地等について、河川改

修が終わり一定の成果が上がるま

で、現状で土地利用をしてもらう

ための保全協定を締結し報償金を

交付する。

1-3 （2）　下水道浸水対策事業等の内水氾濫対策

地下道ポンプ設

備等管理事業

都市

整備部

道路

河川課

ポンプ設備により台風・ゲリラ豪

雨等によるアンダーパス及び地盤

の低い地区の冠水を防ぐ。

はなみずき通りのJR高崎線地下道

部及び小敷谷向山線の上尾道路地

下道部、平方領々家のポンプ設備

の管理を行う。

芝川都市下水路

整備・管理事業

都市

整備部

道路

河川課

市街地を流下していることから、

台風や集中豪雨の時には、急激な

水位上昇が見られ、沿川付近では

浸水被害も多発していることか

ら、適時適切な除草や堆積土除去

などの維持管理を行う。

本事業は、大雨時の氾濫防除を目

的に昭和47年度から平成11年度ま

でに3年に1度の大雨に対しての整

備が完了し、平成12年度から上尾

市が事業主体となり、さいたま

市・桶川市の負担を得て維持管理

を行う。
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上尾市国土強靱化地域計画  【資料編】２．推進事業一覧

部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

都市下水路管理

事業

都市

整備部

道路

河川課

近年の集中豪雨などにより、浸水

被害が増加する傾向にあるため、

適切な維持管理を実施することに

より、快適な生活環境や市民生活

の安全を図る。

完成または供用を開始している市

内都市下水路（丸山、尾山台、原

市、瓦葺、中新井、上郷、今泉、

浅間川、鴨川雨水幹線）の維持管

理を行う。

樋管管理事業
都市

整備部

建設

管理課

荒川の増水時に河川水が逆流しな

いように樋管操作を行うととも

に、定期的に維持管理を実施する

ことにより、市民生活の安全を図

る。

荒川に設置してある樋管四箇所に

ついて管理、点検操作を適切に行

い、降雨による増水時には市内へ

河川水が逆流しないよう開閉操作

する。

内水対策事業
都市

整備部

道路

河川課

放流先である河川などの水位や地

形的な原因により発生する、内水

被害を防ぐための整備や維持管理

を行う。

近年、局地的な集中豪雨等により

市内でも河川・都市下水路等沿川

の特に低地で浸水被害が発生して

おり、排水ポンプ等の対策を講じ

ている。

公共下水道管渠

整備事業（雨

水）

上下

水道部

下水道

施設課

集中豪雨などによる都市型水害へ

の対策を強化することにより、市

街地の浸水被害の軽減を図る。

上尾市雨水管理総合計画に基づき

公共下水道の雨水整備を推進して

いく。

内水浸水想定区

域図作成事業

上下

水道部

下水道

施設課

内水での浸水被害を軽減するため

に、浸水区域等の浸水想定情報を

事前に住民等へ公表・周知するこ

とで、被害軽減対策を促進する。

浸水被害を軽減するためのソフト

対策として、浸水区域や浸水深等

の浸水想定情報を記載した浸水想

定区域図を作成する。

1-3 （3）　雨水流出抑制施設等の整備

舗装排水事業
都市

整備部

道路

河川課

既存道路の幅員を最大限に活用す

るため、簡易側溝の敷設替えや既

存側溝の蓋架けを行う。

既存道路の簡易型側溝の敷設替え

及び新設等の工事を行う。また、

車両等の通行にも耐え得る蓋を設

置し、安全性を確保する。さらに

歩道の改善においては地下水の保

水性の高い街づくりに配慮した構

造とする。

調整池管理事業
都市

整備部

道路

河川課

水害時の浸水被害を防ぐため、調

整池を良好に維持管理する。

調整池の清掃・点検、除草などの

維持管理を実施する事業。

雨水貯留施設設

置等補助事業

都市

整備部

建設

管理課

流域治水対策として、自宅への雨

水タンク設置を助成する。

本事業は、流域対策のひとつで、

市民の方が自宅に雨水タンクを設

置する際、費用の1/2（上限3万円

/基）を助成する。

上尾市雨水管理

総合計画見直し

事業

上下

水道部

下水道

施設課

気候変動や都市化による内水にお

ける最新の被害状況等を把握し、

下水道による雨水整備の方針を決

め、計画的に浸水対策を進める。

雨水管理総合計画について、気候

変動を考慮した降雨量の検討や現

状に沿った排水区域など、最新の

情勢に沿った見直しを行う。

内水対策事業
都市

整備部

道路

河川課

気候変動による災害の激甚化・頻

発化を踏まえ、流域全体で行う、

「流域治水」を推進する。

上尾市治水整備基本計画に基づ

き、計画的に雨水流出抑制施設等

の整備を実施する。
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上尾市国土強靱化地域計画  【資料編】２．推進事業一覧

部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

1-3 （4）　風水害時における適時・適切な避難行動の啓発

災害ハザード

マップ作成事業
総務部

危機管理

防災課

市民の防災意識の向上、事前の対

策の促進のため、地震被害想定調

査（埼玉県）及び洪水浸水想定区

域（国・埼玉県）を踏まえた災害

ハザードマップを作成する。

水防法及び上尾市地域防災計画に

基づき、災害時の住民避難の啓発

のため作成した、上尾市災害ハ

ザードマップを最新の被害予測等

に合わせ改訂する。

1-4　交通機関の被害等により、多数の死者・負傷者が発生する事態

1-4 （1）　鉄道事業者等との連携強化

埼玉新都市交通

（ニューシャト

ル）沼南駅・原

市駅舎管理事業

市民

生活部

交通

防犯課

埼玉新都市交通の上尾市内2駅に

関する、駅舎管理。

市の所有する沼南、原市の両駅駅

舎について、埼玉新都市交通

（株）との各種協定に基づき、同

社に対する貸付契約を行う。

1-5　災害対応の遅延等により、多数の要救助者・行方不明者が発生する事態

1-5 （1）　災害活動体制の整備

河川監視カメラ

管理事業

都市

整備部

建設

管理課

浸水被害常襲地区の河川等の水位

をリアルタイムで確認し、早期の

対応を図る。

市内に流れる河川、都市下水路に

内水対策の一環として、河川監視

カメラを設置して市民に河川の状

況をリアルタイムで配信できるよ

うにして、早期段階で市民に注意

を促すことができるよう適切に維

持管理を行う。

1-5 （2）　情報伝達体制の整備

防災行政無線管

理事業
総務部

危機管理

防災課

上尾市地域防災計画に基づく災害

対策に係る事務その他市の事務に

関し、円滑な通信の確保を図るた

め設置する。

防災行政無線の点検、修繕等の保

守管理を実施し、防災行政無線を

適正に管理・運用する。

1-5 （3）　避難行動要支援者の把握・避難支援体制の整備

緊急通報システ

ム設置事業

健康

福祉部

高齢

介護課

安否の確認が必要な在宅の高齢者

や重度障害者に対し、緊急事態に

対処するため、緊急通報システム

による事業を行うことで、生活の

安全を確保し、在宅の高齢者及び

重度身体障害者の福祉の増進を図

る。

安否の確認が必要な在宅の高齢者

や重度障害者に対し、発作時等に

ボタンを押すことで緊急通報セン

ターへ繋がり、必要に応じて救急

要請をするための機器を設置す

る。また、月に一度の安否確認と

生活相談を実施。

避難行動要支援

者システム運営

事業

総務部
危機管理

防災課

災害対策基本に基づき作成する避

難行動要支援者名簿について、業

務システムを導入することによ

り、適切かつ円滑な名簿管理が可

能となる。

避難行動要支援者名簿について最

新の情報に更新し、情報収集効率

の向上を図るもの。

また、地図情報との連携により、

迅速な避難支援が可能となる資料

の作成・配布が可能。
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上尾市国土強靱化地域計画  【資料編】２．推進事業一覧

部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

2-1　救助・捜索活動が大量に発生し、遅延する事態

2-1 （1）　救急救助資器材の整備

消防職員服装整

備事業
消防本部

消防

総務課

消防職員服制基準の規定に基づ

き、服装は、常に清潔端正にし、

消防職員としての品位の保持及び

安全管理に努めるため、被服の充

実を図る。

上尾市消防吏員服制規則に定め

る、防火衣や活動服等を整備する

ための事業。

警防・救助資器

材整備事業
東消防署 管理課

警防・救助の充実強化のために必

要な資器材の整備を目的とする。

各種災害に的確に対応できるよ

う、警防・救助資器材の整備及び

維持管理を行うもの。

救急資器材整備

事業
東消防署 管理課

消防法第2条第9項に定められいる

救急業務を遂行するために必要な

資器材整備を目的とする。

救急救命士等が使用する救急資器

材を整備すると共に、感染症に対

する予防策として必要な消耗品の

購入を行うもの。

大規模災害対策

資器材整備事業
東消防署 管理課

大規模災害時に使用する資器材の

整備を目的とする。

大規模災害や特殊災害による広範

囲な被害や多数傷病者への対応と

して、資器材の整備充実を図るも

の。

2-1 （2）　救急救助体制の整備

常備消防運営事

業
消防本部

消防

総務課
消防組織全体の充実を図る。

消防施設の維持管理及び運営する

ために必要な事業。

職員訓練講習事

業
消防本部

消防

総務課

消防職員の人材育成のため、研修

及び派遣を行い、市民の生命、身

体、財産を災害から防除するため

の知識及び技術の向上を図る。

消防学校や救急救命士養成所など

の教育訓練機関で、職員に教育を

受けさせるための事業。

メディカルコン

トロール体制整

備事業

消防本部 警防課

救急隊員の教育体制充実のため、

上尾市消防本部が所属する埼玉県

中央地域メディカルコントロール

協議会を運営するとともに、救急

活動に関する医師によるメディカ

ルコントロール体制を確保し救急

現場から指示・指導・助言を得ら

れることで救急隊員の活動につい

て適正化を図る。

埼玉県中央地域メディカルコント

ロール協議会の運営並びに救急活

動におけるメディカルコントロー

ル体制を確保するための経費であ

る。

救急隊員教育訓

練事業
消防本部 警防課

救急隊員の教育体制充実のため、

埼玉県中央地域メディカルコント

ロール協議会において教育プログ

ラムを計画・実施するとともに、

協議会に所属する医療機関におい

て病院実習を行うことで救急隊員

の資質向上を図る。

救急救命士の知識や技術を維持向

上させるため、地域メディカルコ

ントロールなどが主催するプログ

ラムや病院実習等の再教育を実施

して救命率の向上を図る。
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上尾市国土強靱化地域計画  【資料編】２．推進事業一覧

部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

警防課一般事務

費
消防本部 警防課

緊急消防援助隊合同訓練、9都県

市防災訓練、救助指導会訓練等へ

の参加目的での出張旅費及び交通

費、救急隊員研修等の運営費、消

防関係図書、法規図書の購入、業

者による展示会等への参加費用等

に使用している。

強靱化に寄与する事業内容：緊急

消防援助隊をはじめとする各種訓

練に参加する。

資格取得等講習

事業
東消防署 管理課

災害に必要な資器材等の資格取得

を目的とする。

複雑多様化する災害に対応するた

めには、高度な知識及び特殊技能

が必要であることから、ボート免

許、玉掛け技能講習及び化学物質

に関する講習会等へ計画的に派遣

し、人材の育成及び能力の向上を

図るもの。

救急業務推進事

業
消防本部 警防課

救急業務の円滑な実施と質の向上

を図り、救命率を向上させるた

め、必要な資器材の整備を進める

とともに、救急業務に関する必要

な対策の推進を図る。

救命率の向上を目指し、必要な資

器材の整備を進めるとともに、救

急業務に関する必要な対策の推進

を図るための経費である。

2-1 （3）　通信指令システムの整備

指令施設管理事

業
消防本部 指令課 安全な暮らしを守るまちづくり。

消防緊急通信指令システムは、昼

夜を問わず24時間安定稼動が求め

られるもので、年間を通じて維持

管理体制を整えるとともに計画的

に更新を行う。

指令課一般事務

費
消防本部 指令課 安全な暮らしを守るまちづくり。

県や市関係機関との連絡調整を図

るため及び各消防本部・各署所間

との通信連絡を行うための費用。

2-1 （4）　市民に対する正しい応急手当等の普及・啓発

応急手当普及事

業
東消防署 管理課

市民に対し応急手当に関する正し

い知識と技術の普及を目的とす

る。

救命率の向上を目指して、国から

示された「応急手当の普及啓発活

動の推進に関する実施要綱」に基

づき、市民を対象に救命講習を実

施しているもの。

AED普及整備事

業
消防本部 警防課

市内で24時間営業のコンビニエン

スストアと連携し、市民の誰もが

AEDを使いやすい環境を作る。

AEDをコンビニエンスストアに設

置し、24時間365日利用できる環

境を整備する。

2-2　医療需要が急激に増加し、医療機能が麻痺・停止する事態

2-2 （1）　医薬品等医療救護資機材の整備

健康保健セン

ター管理運営事

業

健康

福祉部

健康

増進課

健康保健センター管理運営およ

び、災害時医療資機材の備蓄。

成人保健事業を中心に事業を実施

する健康保健センターを運営する

とともに、災害時に備え医療救護

所等に備蓄する医療資機材を計画

的に購入する。

資料編-13



上尾市国土強靱化地域計画  【資料編】２．推進事業一覧

部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

2-2 （2）　医療救護体制の整備

上尾市医師会補

助事業

健康

福祉部

健康

増進課

地域医療の中心となる上尾市医師

会へ、学術研究費・危機管理対策

費等に対して補助金を交付し、支

援することで、地域医療の充実を

図る。また、医師会看護専門学校

へ補助金を交付し、地域医療の人

材確保・育成を行う。

地域医療の充実を図るため、その

中心となる上尾市医師会の運営費

及び地域医療研究費等に対して補

助金を交付する。また、地域医療

の人材確保及び育成のため、医師

会看護学校の運営費に対して補助

金を交付する。

救急医療体制整

備事業

健康

福祉部

健康

増進課

地域の医療機関の診療時間外にお

ける急患の方への診療を行う。

平日夜間及び休日急患診療所（初

期救急）の運営、日・祝・年末年

始の産科医療に対する在宅当番医

の配備、病院群輪番制による第二

次救急医療体制及び小児二次救急

医療体制を整備する。

2-3　ライフラインの長期停止等により、地域の衛生状態が悪化する事態

2-3 （1）　防疫体制の整備

衛生害虫駆除事

業

環境

経済部

生活

環境課

衛生害虫の発生予防・駆除、台風

等による道路浸水後の消毒により

感染症等予防する。

ユスリカやチョウバエの発生防止

のため、側溝や下水路等で使用す

る殺虫薬剤の配布を行う。また、

集中豪雨等による浸水被害が発生

した時に消毒等を行い、公衆衛生

の維持に努める。

健康プラザわく

わくランド管理

運営事業

環境

経済部

西貝塚

環境

センター

健康プラザわくわくランドの管理

運営は、市民の健康の保持及び増

進を図ること等を目的（上尾市健

康プラザ条例）として、平成13年

11月に開業した。なお、本施設は

西貝塚環境センターから供給され

る温水をプールやお風呂の熱源に

利用している。

健康プラザわくわくランドの管理

運営は、指定管理者に業務委託し

ている。現指定管理者の指定期間

は、平成29年4月1日から令和4年

3月31日である。

道路側溝・管渠

清掃事業

都市

整備部

道路

河川課

側溝や管渠を清掃することによっ

て流れが良くなり、悪臭、虫の発

生を防ぎ衛生的で住みよい環境を

保つ。

市が実施する道路側溝及び管渠の

清掃と、地域住民が定期的に行う

清掃の汚泥などの回収及び処理の

業務委託。

2-3 （2）　仮設トイレの整備

災害用マンホー

ルトイレ整備

上下

水道部

下水道

施設課

災害時における公共下水道区域内

のトイレ環境を確保する。

地域防災計画等に基づき計画的に

災害用マンホールトイレの設置を

行う。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

2-3 （3）　し尿処理体制の整備

し尿処理体制整

備事業

環境

経済部

生活

環境課

生活環境の保全上支障が生じない

ようし尿の収集、運搬を行う。

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に基づき、市の一般廃棄物処理

計画により、一般家庭及び事業所

等から生じるし尿を収集、運搬す

る。収集、運搬業務は、許可を受

けた一般廃棄物収集運搬業者へ委

託を行う。

上尾、桶川、伊

奈衛生組合運営

事業

環境

経済部

生活

環境課

上尾市、桶川市、伊奈町より収集

運搬されたし尿及び浄化槽汚泥の

処理及びこれに附帯する事務（事

業）の運営負担。

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第6条の規定に基づき策定した

一般廃棄物処理計画を基に、し尿

及び浄化槽汚泥を処理するため、

上尾、桶川、伊奈衛生組合に拠出

する負担金。

2-4　疫病・感染症等が大規模発生する事態

2-4 （1）　予防接種等の感染予防対策

予防接種事業
健康

福祉部

健康

増進課

伝染の恐れがある疾病の発生・ま

ん延を防止し、また個人の発病・

重症化を防止することにより公衆

衛生の向上及び増進を図る。

予防接種法で定められているA類

疾病及びB類疾病の予防接種を実

施し、発症を予防する。

2-4 （3）　被災動物の救護体制の整備

狂犬病予防対策

事業

環境

経済部

生活

環境課

畜犬登録、狂犬病予防注射接種の

実施徹底による狂犬病発生の予

防。また、飼い主の飼養マナーの

向上を図る。

犬の飼養は、狂犬病予防法により

登録・予防注射が義務付けられて

おり、市で事務処理を行う。ま

た、糞の放置防止等飼い主に対す

るマナー向上など、犬の適性飼養

のための施策を行う。

3-1　沿線建築物の倒壊等により、道路・線路が閉塞する事態

3-1 （1）　道路ネットワークの拡充

上尾道路建設促

進事業

都市

整備部

道路

河川課

各市の期待感を事業主体である国

に伝え、財源の確保をするために

も要望活動を実施するものであ

る。また、上尾市上尾道路対策協

議会は、建設に伴う諸問題を調整

し、地域社会の発展と調和のとれ

た上尾道路の建設促進を図るもの

である。

上尾道路の建設推進を図るために

組織されている上尾道路建設促進

期成同盟会、及び建設に伴う沿線

地域の諸問題を解消するために組

織されている上尾道路対策協議会

に対する事務費用である。

第二産業道路建

設促進事業

都市

整備部

道路

河川課

事業主体である県に対して要望活

動を行い、財源の確保・事業の促

進を図る。上平地区対策協議会で

は、第二産業道路の事業北伸に伴

い、関係部署と協議・調整してい

く。

第二産業道路の建設推進を図るた

めに組織されている第二産業道路

建設促進期成同盟会及び建設に伴

う沿線地域の諸問題を解消するた

めに組織されている上平対策協議

会を運営する事業である。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

道路台帳整備事

業

都市

整備部

建設

管理課

変化する道路状況を正確に把握

し、市民へ情報提供を行う。

市道認定、区域変更を行った道路

を実測し道路台帳を整備する。こ

の事業は地方道路譲与税等に反映

される。占用台帳のデータ更新に

より道路現況を把握し、市民サー

ビス向上に寄与する。

西宮下中妻線整

備事業

都市

整備部

道路

河川課

JR高崎線西側の市街地を南北に縦

断するネットワーク幹線道路であ

り、上尾駅西口周辺の渋滞緩和、

自転車・歩行者通行空間の安全確

保や緊急輸送道路としての防災面

の強化を図るため、都市計画道路

の整備を行う。

事業化区間である未供用の県道川

越上尾線までの約670ｍの整備を

推進し、早期の全線供用を目指

す。

第二産業道路周

辺整備事業

都市

整備部

道路

河川課

本事業は都市計画道路原市上平線

をさいたま菖蒲線のバイパスとし

て整備を行い、第二産業道路の延

伸を図るとともに、現道部の交通

渋滞解消を図る。

第二産業道路の整備に伴い既存の

市道が分断されるため、周辺地域

の生活環境の機能の維持や改善を

図るため、市道の整備及び安全対

策を実施する。

自転車レーン整

備事業

都市

整備部

道路

河川課

自転車走行空間を確保し、歩行者

や自動車等と自転車とが安全に安

心して通行できる道路環境の整備

を行う。

主要な幹線道路で囲まれた区域内

を「自転車レーン整備優先エリ

ア」として指定し、自転車レーン

を整備するとともに国・県と連携

を図り、自転車ネットワークを構

築する。

戸崎公園周辺道

路整備事業

都市

整備部

道路

河川課

戸崎公園までのアクセス道路が制

限されているため、渋滞の緩和、

周辺住民の利便性の向上を行う。

平成31年度に整備された戸崎公園

の開設に伴い、公園までのアクセ

スの充実を図るため、周辺道路の

整備を行う。

上尾伊奈線整備

事業

都市

整備部

道路

河川課

上尾市と伊奈町の都市間を連絡す

る広域ネットワークを形成する道

路であり、沿道には上尾伊奈ごみ

広域処理施設の整備予定地が接し

ている。ネットワークの形成によ

り、周辺道路の渋滞緩和、道路交

通網の改善を図る。

県道さいたま菖蒲線から伊奈町と

の市町境までの未整備区間約200

ｍの早期完成を目指す。

3-1 （2）　道路の維持管理

1・2級道路修繕

事業

都市

整備部

道路

河川課

良好な道路環境を維持し、道路に

おける事故を未然に防止する。

1･2級市道路線を計画的に整備

（修繕）し、交通の安全性と道路

環境の向上を図る。

生活道路修繕事

業

都市

整備部

道路

河川課

良好な道路環境を維持し、道路に

おける事故を未然に防止する。

亀裂等により劣化した舗装の打ち

替え工事を行う。また、歩道にお

いては、透水性舗装によって地下

水の保水性を高めるよう配慮す

る。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

道路緊急安全対

策事業

都市

整備部

道路

河川課

市民に最も身近な市道の欠陥等に

よる事故を未然に防止する。

道路の安全性を確保するため、道

路の陥没等の危険箇所を緊急かつ

重点的に改修する。

上尾駅駅前広場

管理事業

都市

整備部

建設

管理課

上尾駅駅前広場の維持管理を行

う。

上尾駅駅前広場が道路認定された

ことから、道路管理者が管理する

もの。

橋りょう管理事

業

都市

整備部

道路

河川課

橋りょう長寿命化修繕計画に基づ

いた修繕により、ライフサイクル

コストの縮減や予算の平準化を行

う。

橋りょう長寿命化計画に基づく橋

りょうの修繕や、台風による増水

時における流失防止のため、高欄

の一時撤去・再設置を行う。

上尾駅ペデスト

リアンデッキ等

管理事業

都市

整備部

道路

河川課

市が管理する歩道橋の計画的な修

繕・更新等を実施し、5年に1回の

定期点検とそれらの結果に基づ

き、継続的にPDCAサイクルを回

しながら、適切な管理を行うこと

を目的とする。

上尾市歩道橋長寿命化修繕計画に

基づき、上尾駅東口・西口ペデス

トリアンデッキ及び歩道橋の計画

的な維持修繕を実施する。

3-1 （3）　狭あい道路の拡幅

道路後退用地公

有化促進事業

都市

整備部

建設

管理課

狭隘道路を解消し、生活環境の向

上を図る。

狭隘道路を解消し、生活環境の向

上を図るため、建築基準法第42条

第2項道路の道路後退用地提供者

に分筆報奨金を支給し、整備を行

う。また、道路後退用地が正規に

確保されているか否かを測量す

る。

＜狭あい道路整

備等促進事業＞

道路改良事業

都市

整備部

道路

河川課

災害に強いまちづくりを進め、狭

隘な既設道路を拡幅改良し、安全

で快適な道路整備を推進すること

により、道路環境の改善を図る。

道路拡幅のための用地を寄附また

は買収により取得し、道路整備を

行う。また、変則交差点の改良並

びに危険箇所におけるガードレー

ル等の設置により安全確保に努め

る。

3-1 （4）　沿道環境の整備

違反屋外広告物

撤去事業

都市

整備部

都市

計画課

道路沿いに出されているポスター

や立て看板、広告塔や広告板のう

ち無秩序に出されている広告を排

除し街の景観を守る。

屋外広告並びに埼玉県屋外広告物

条例に基づき、屋外広告物につい

て許可、指導し、かつ道路上の捨

て看板等を撤去、処分する事業で

ある。なお、捨て看板等の撤去・

処分作業は、平成10年度より委託

している。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

街路管理事業
都市

整備部

道路

河川課

都市計画道路等の緑化機能を適切

に管理し、通行者の安全や快適な

道路空間を確保する。

都市計画事業で取得した用地の草

刈りや街路樹の剪定等の維持管理

業務を実施する。また、都市計画

道路等の安全で快適な歩行空間の

確保、防災機能の強化、良好な景

観の創出を図るため、上尾市無電

柱化推進計画に基づく電線類地中

化工事の他、必要な整備を実施す

る。

＜地域防災拠点

建築物整備緊急

促進事業＞

既存建築物耐震

化促進事業

都市

整備部

建築

安全課

災害に強いまちづくりを進め、地

震時の建築物の倒壊による道路閉

塞を防ぐため、沿道建築物の耐震

化を促進する。

上尾市建築物耐震改修促進計画に

基づき、旧耐震基準(昭和56年5月

以前)の沿道建築物の耐震診断に補

助金を交付する。

3-2　信号機停止等により、多数の道路で通行障害が発生する事態

3-2 （3）　交通安全施設の整備

交通安全施設整

備・管理事業

市民

生活部

交通

防犯課

道路の交通安全施設の整備を推進

する。

区画線標示、道路反射鏡、道路照

明灯などを整備し、事故の防止、

通行の安全を図る。

3-3　旅客の輸送が長期間停止する事態

3-3 （1）　人員輸送手段の確保

バス輸送充実事

業

市民

生活部

交通

防犯課

市民等に対し、市内移動の利便性

向上を図る。

市内循環バスの充実と利便性の向

上を図り、市内循環バスの一層の

充実を図ることを目的とする。

3-5　情報通信の輻輳・途絶や、誤った情報が拡散する事態

3-5 （2）　情報伝達体制の整備

国民保護計画推

進事業
総務部

危機管理

防災課

武力攻撃事態等における国民の保

護のための措置に関する法律に基

づき上尾市国民保護計画の作成・

改定を行うとともに全国瞬時情報

システム（J-ALERT）の維持管理

を行い、有事への対応に備えてい

る。

「上尾市国民保護計画」をより実

効性のあるものとするための上尾

市国民保護協議会の開催や、全国

瞬時情報システム（J-ALERT）の

維持管理を行う。

シティセールス

推進事業

市長

政策室

広報

広聴課

市ホームページを用いて、市民の

生命、身体及び財産を守るための

情報を速やかに周知するため。

各課が行うシティセールスへの支

援や全庁的に行うシティセールス

の取り組みを企画する事業であ

り、職員に対する研修やホーム

ページの運用に加え、アッピー

グッズの製作等を行う。

強靱化に寄与する事業内容：ホー

ムページ作成支援システムの維持

管理。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

防災情報等配信

事業
総務部

危機管理

防災課

1地域への情報伝達手段の強化

（テレ玉データ放送）、2あげお

防災ホットライン（自主防災会向

け：電話による一斉通報システ

ム）3安否確認・一斉通報システ

ム（職員向け）の運用。

防災情報の提供について、従来の

防災行政無線や市ホームページ・

メール配信に加え、テレビ埼玉の

データ放送を活用する。また、一

斉情報伝達・収集システムを導入

し、水害時等における迅速かつ確

実な情報伝達を図る。

学校家庭連携推

進事業

学校

教育部
指導課

災害時の緊急連絡や安否確認、不

審者情報等の児童生徒の安全に関

する情報、児童生徒の活動の様

子、学校行事に関する連絡等を、

迅速かつ正確に、各学校から保護

者へ一斉配信する学校メール配信

システムを導入し、学校と家庭の

緊急時等の連携を推進する。

災害時の緊急連絡や安否確認、不

審者情報等の児童生徒の安全に関

する情報、児童生徒の活動の様

子、学校行事に関する連絡等を、

各学校から児童生徒の保護者の携

帯電話やパソコンのメールアドレ

スに一斉配信するための双方向型

の連絡体制システム（クラウド

サービス型）の導入。

4-1　治安の悪化等により、警察需要が大幅に増加する事態

4-1 （1）　防犯対策の推進

防犯活動推進事

業

市民

生活部

交通

防犯課

安心・安全なまちづくりのため、

地域における防犯意識の高揚を図

る。

自主防犯ボランティア団体に対す

る資機材の配布を行い、市民の防

犯意識高揚及び自主防犯ボラン

ティアの育成を図る。

少年愛護セン

ター運営事業

こども

未来部
青少年課

青少年の健全な育成や非行防止を

図る。

少年の健全な育成や非行の防止及

び少年対策の総合的な推進を図る

ために設置された上尾市少年愛護

センターの運営を行う事業。

空家等対策事業
都市

整備部

都市

計画課

市内の空き家の実態把握に努め、

所有者による適正管理を促進し、

生活環境等の保全を図る。

空家等対策計画の作成及び変更並

びに実施に関する協議を行うため

の協議会を運営し、円滑な空家等

対策の推進を図る。また、国庫補

助を活用し、周辺の居住環境に悪

影響を及ぼす不良住宅、空き家住

宅又は空き建築物の除却及び空き

家住宅又は空き建築物の活用を図

る（国事業名：空き家再生等推進

事業）。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

4-1 （2）　消費者相談体制の充実

消費者相談事業
市民

生活部

消費生活

センター

消費者と事業者との取引や契約に

かかる知識の不均衡を是正し、公

平な取引に寄与し賢い消費者を育

てる。

消費者被害の早期解決や未然防止

ができるよう、有資格の消費生活

相談員を確保し、市民からの相談

に対し、助言・斡旋等を行う。

消費者団体育成

事業

市民

生活部

消費生活

センター

消費生活の改善推進・向上を図る

ための事業を行う。

市内の消費生活の各分野で活動し

ている6団体で構成される「上尾

市消費者団体連絡会」を育成す

る。また、県養成の消費者被害防

止サポーターにより構成される

「上尾市消費者被害防止サポー

ターの会」を育成する。

消費者意識啓発

事業

市民

生活部

消費生活

センター

消費者被害の未然防止・拡大防止

のため、消費者教育を推進し、及

び広報活動その他の活動を行う。

消費者被害の未然防止・拡大防止

のため、市民が自ら消費者として

意識の向上を図り、消費者の権利

を確立し、生活の質を高めること

ができるよう、消費者教育を推進

し、及び広報活動その他の活動を

行う。

4-2　市の行政機能が低下する中で応急対応行政需要が大量に発生する事態

4-2 （1）　市役所等の防災拠点の整備

本庁舎・第三別

館管理事業
総務部 総務課

当市の中枢である本庁舎の維持及

び管理。

市民及び職員の快適な環境の確保

のため、本庁舎及び第三別館の設

備管理業務（設備運転管理・設備

維持管理）、清掃業務、総合受付

業務、電話交換業務、警備業務、

来庁者駐車場管理業務を行う。

4-2 （2）　行政における情報通信体制の整備

情報系ネット

ワーク設備運用

管理事業

総務部
IT

推進課

職員等がインターネット及びイン

トラネット上のサービスを利用す

ることを目的とする。

庁内でのICT資産を運用するため

のネットワーク設備及びネット

ワークサービスに係る運用管理。

電話機管理事業 総務部 総務課

公務を遂行する上で必要となる関

係各者への連絡通信手段を確保

し、維持管理する事を目的とす

る。

市役所本庁舎、第三別館における

電話設備等保守管理。

災害時緊急通信

事業
総務部

危機管理

防災課

災害時に電話等が輻輳している状

況でも使用できる媒体を確保す

る。

基本的には災害対策本部と避難所

やその他の防災拠点との連絡手段

として使用する。

災害時に、災害対策本部との通信

手段を確保するため、地区本部と

なる支所に衛星電話を、各避難所

にIP無線機を設置する。また、現

在保有するmCA無線機の維持管理

を行う。

資料編-20



上尾市国土強靱化地域計画  【資料編】２．推進事業一覧

部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

4-2 （3）　災害時における業務体制の整備

車両管理運行事

業
総務部 総務課

移動を伴う公務を遂行するものの

うち、円滑に目的地に達するため

に必要となる用具を確保し、常に

良好な状態で利用できる様整備を

行う。

公用車の適正な運行管理。

地域防災計画・

国土強靱化地域

計画等策定事業

総務部
危機管理

防災課

防災に係る各種計画の策定・改定

を実施し、防災体制の強化を行

う。

埼玉県地域防災計画改正や上尾市

災害対策本部の見直しを行うた

め、本市地域防災計画の改定を行

う。また、国土強靱化地域計画の

策定、BCPの改定や受援計画の策

定のための準備作業も合わせて行

う。

総合防災訓練実

施事業
総務部

危機管理

防災課

実践的かつ効果的な防災訓練の実

施により、市及び職員の防災力向

上を図る。

災害発生時に、市民や関係機関と

行政が連携して効果的な防災活動

を実施するため、災害対策基本法

及び上尾市地域防災計画に基づく

総合防災訓練を実施する。

危機管理防災課

一般事務費
総務部

危機管理

防災課

1被災者支援台帳を整備するため

の被災者支援システムの維持管

理、2指定避難所等への看板の設

置、3気象情報収集に関する委託

料（ウェザーニューズ）、4啓発

資料（チラシ等）の作成・購入。

「被災者支援システム」をはじめ

とした防災関係設備の維持管理経

費や、防災啓発等を図るための危

機管理防災課の事務費用。

基幹系システム

運用管理事業
総務部

IT

推進課

行政事務（住民記録、税等）の処

理効率の向上を目的とする。

庁内の大多数の所属で利用してい

る総合行政システム（基幹系シス

テムや財務システム）の運用及び

保守。

小型無人航空機

導入事業
総務部

危機管理

防災課

災害時における被害状況調査や平

時での観光資料作成のため、小型

無人航空機（ドローン）の導入と

維持管理を行う。

ドローンを活用して、災害時の状

況把握等を行うため、機体の保守

委託料や保険料を計上する。

4-2 （4）　応援・受援体制の整備

広域行政推進事

業

行政

経営部

行政

経営課

上尾市及び伊奈町に係る広域行政

を推進し、もって両地域の発展及

び住民の福祉の増進に寄与するた

め。

上尾市と伊奈町の広域行政を推進

するため、上尾・伊奈広域行政協

議会を設置し、負担金を支出す

る。

5-1　食料や日用品、燃料等の物資が大幅に不足する事態

5-1 （1）　備蓄物資の確保

防災備蓄事業 総務部
危機管理

防災課

災害時において、被災者・避難者

に対し、迅速に食料や生活必需品

を提供するため、市において備蓄

を行う。

上尾市地域防災計画に基づき、災

害時に避難者及び職員に必要な食

料、生活必需品、防災装備、資機

材などを備える。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

5-2　電気・ガス等のエネルギー供給が停止する事態

5-2 （1）　自立分散型エネルギー社会の構築

地球温暖化対策

推進事業

環境

経済部

環境

政策課

ゼロカーボンシティの実現に向け

て地球温暖化対策を推進する。

『上尾市地球温暖化対策実行計画

（区域施策編）』及び『上尾市地

球温暖化対策実行計画（事務事業

編）』に基づき、市民、事業者、

行政における温室効果ガス排出量

削減に向けた取組を推進する。

5-3　取水停止等により、給水停止が長期化する事態

5-3 （1）　上水道施設・管路の整備

老朽管更新事業
上下

水道部

水道

施設課

老朽鋳鉄管等から耐震継手管への

更新を行う。

管路耐震化実施計画を包括した、

上下水道耐震化計画に基づき、老

朽化が進行している水道管を耐震

継手管へ更新する。

新設配水管整備

事業

上下

水道部

水道

施設課

新設道路及び未配管道路への配水

管新設工事等を行う。

管網評価を基に、新設道路や未配

管道路への配管、老朽管の代替

ルート等の検討を行い、水需要に

対応した管網を構築する。

給水整備事業
上下

水道部

水道

施設課

老朽管更新事業に伴い、老朽化し

ている給水装置を更新する。

配水管と同時進行で老朽化した給

水装置（各家庭への引き込み管）

を、耐衝撃性に優れたHIVP管へ更

新する。

水道施設運営管

理事業

上下

水道部

水道

施設課

水道施設の運転監視及び保守点検

業務等について、委託業者と連携

し、適切な運営管理を行う。

浄水場の運転監視、保守点検業

務、県水購入、次亜塩素酸ナトリ

ウムの購入、浄水施設の運営管理

を行う。

浄水場更新事業
上下

水道部

水道

施設課

地震や災害などに強い水道施設に

更新する。

上尾市水道事業ビジョンに基づ

き、施設更新の優先度を定め工事

を計画的に行う。

水質管理事業
上下

水道部

水道

施設課

安心・安全な水を供給するために

水質管理の徹底を図る。

計画的に水質検査を実施し、水質

モニタによって24時間監視を行

う。また、管洗浄を定期的に実施

する。

漏水防止対策事

業

上下

水道部

水道

施設課

無効水量（漏水等）の低減による

貴重な水資源の有効活用、漏水や

破損が原因となる道路陥没事故等

二次被害の予防保全等、適切に維

持管理を行うことを目的とする。

市内給水区域における漏水調査及

び修繕等を行う。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

5-4　汚水処理の長期間停止等により、汚水が滞留する事態

5-4 （1）　公共下水道施設・管路の整備及び耐震・耐水化対策

小型合併処理浄

化槽転換支援事

業

環境

経済部

生活

環境課

生活雑排水を処理できない単独処

理浄化槽等から、生活排水をすべ

て処理でき、災害に強い合併処理

浄化槽への転換を進める。

生活雑排水の河川流入による公共

用水域の水質汚濁防止を図るた

め、浄化槽処理促進区域を対象に

単独処理浄化槽から小型合併処理

浄化槽への転換者に対し設置工事

費の一部を補助する。

公共下水道事業

会計繰出金

上下

水道部

経営

総務課

公衆衛生の向上や河川、湖沼等の

公共用水域の水質、市街地の浸水

防除などを図り、清潔安全で快適

な生活環境を確保する。

昭和50年11月に、流域下水道幹線

の完成に合わせ、処理区域の改良

事業の施工及び下水道施設の維持

管理を行っているが、下水道使用

料・基準内繰入金・企業債・国支

出金等では一部不足する財源につ

いて、一般会計からの繰出金を必

要とする。

荒川左岸南部流

域下水道整備事

業

上下

水道部

下水道

施設課

荒川左岸南部流域下水道に係る建

設費用を関連5市（さいたま市・

川口市・上尾市・蕨市・戸田市）

で負担する。

流域関連公共下水道として、埼玉

県が運営管理している荒川左岸南

部流域下水道で汚水処理してお

り、この施設の建設負担額を支出

する。

ポンプ場管理運

営事業

上下

水道部

下水道

施設課

汚水中継ポンプ場（6施設）及び

マンホールポンプ（8施設）の適

正な運転管理及び保守点検を実施

する。

汚水中継ポンプ場（6施設）及び

マンホールポンプ（8施設）の24

時間運転管理業務、並びに各設備

の定期的な保守点検業務を行い、

流域下水道幹線への安定した汚水

送水に努める。

公共下水道管渠

管理事業

上下

水道部

下水道

施設課
下水道管渠の機能維持。

下水道管渠の維持管理に伴う修繕

及び清掃を行うものである。

下水道台帳整備

事業

上下

水道部

下水道

施設課

下水道施設の埋設状況を把握す

る。

下水道台帳は、下水道法第23条に

より公共下水道管理者が台帳を調

製し保管するもので、下水道の管

理の適正化と下水道施設の適正把

握の基本となるものである。な

お、下水道台帳の数値は、地方交

付税の算定に用いられている。

荒川左岸南部流

域下水道管理事

業

上下

水道部

経営

総務課

荒川左岸南部流域下水道にかかる

維持管理費用を関連5市（さいた

ま市・川口市・上尾市・蕨市・戸

田市）で負担する。

流域関連公共下水道として、荒川

左岸南部流域下水道へ流入し、荒

川水循環センターにおいて汚水を

浄化しているが、この維持管理費

用として支出する。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

下水道施設ス

トックマネジメ

ント計画推進事

業

上下

水道部

下水道

施設課

日常生活や社会活動に重大な影響

を及ぼす事故発生や機能停止を未

然に防止する。

日常生活や社会活動に重大な影響

を及ぼす事故発生や機能停止を未

然に防止するためストックマネジ

メント計画（維持管理・改築更新

計画）を策定し、ライフサイクル

コストの最小化及び予算の最適化

を図る。

公共下水道管渠

整備事業（汚

水）

上下

水道部

下水道

施設課

公衆衛生の向上や河川、湖沼等の

公共用水域の水質保全を図り、清

潔で快適な生活環境を確保する。

上尾市公共下水道計画区域内の未

普及地区への汚水管整備を行う。

上尾市下水道総

合地震対策推進

事業

上下

水道部

下水道

施設課

下水道総合地震対策計画を策定

し、施設の耐震化を図る。

下水道管渠、ポンプ場などの下水

道施設の耐震化を図る「防災」、

被災を想定して被害の最小化を図

る「減災」を組み合わせた総合的

な地震対策を推進する。

上尾市下水道施

設耐水化推進事

業

上下

水道部

下水道

施設課

河川氾濫等の災害時においても一

定の下水道機能を確保し、下水道

施設の被害による社会的影響を最

小限にする。

施設浸水対策を含むBCPの見直し

を行うとともに、被災時のリスク

の高い下水道施設については、対

策浸水深や対策箇所の優先順位等

を明らかにした耐水化計画を策定

し、その内容に沿って順次耐水化

を実施する。

6-1　サプライチェーンの寸断等による産業・農業の生産力が低下する事態

6-1 （1）　農業基盤体制の整備

畜産団体等育成

事業

環境

経済部
農政課

畜産の規模拡大や畜産農家の経営

の安定化を目的としている。

施設改修や乳牛・肉用牛の品質向

上に係る経費、家畜等の導入に係

る経費、酪農ヘルパーや牛法定検

査費用等を補助する。

「あげお朝市」

支援事業

環境

経済部
農政課 地産地消の推進。

上尾駅自由通路において地元産農

産物を販売する。新鮮・安全・安

心な上尾産農産物をPRする。

農業女性連絡協

議会運営事業費

補助事業

環境

経済部
農政課

農業部門における男女共同参画社

会の形成を図る。

農業研修会・味噌づくり・小麦ま

んじゅうなど農家の伝統的な食品

の加工実習を通じ、食文化の後世

への継承づくりを進めている、農

業女性連絡協議会に対する補助を

行う。

園芸振興協議会

運営事業

環境

経済部
農政課

園芸作物農家の技術向上と農業経

営の安定と発展を目指すことを目

的とする。

市内の園芸作物生産団体やJAさい

たまとの連絡協調により、先進地

視察、「園芸作上尾一」の圃場審

査、各種生産団体補助、各種研修

会等を実施。

市民農園管理運

営事業

環境

経済部
農政課

都市住民の農業に対する理解を深

めること。

市民農園整備促進法により整備し

た市民農園「アグリプラザ平塚」

の管理及び運営を行う。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

農業振興費補助

事業

環境

経済部
農政課

中核農家及び自立経営農家の育成

を図るとともに、近代化農業の振

興を推進すること。

農業振興を目的として活動する団

体の運営費に対する補助や、経営

規模の拡大や経営の効率化を図ろ

うとする担い手の負担軽減を行

う。

園芸振興費補助

事業

環境

経済部
農政課

農業者の経営の安定化や生産性の

向上を図ることを目的とする。

施設園芸や果樹農家等に対し、機

械や総合防除網等の導入に要する

経費の一部を補助する。

6-1 （2）　産業基盤体制の整備

中小企業融資

あっせん事業

環境

経済部
商工課

市内において事業を営む中小企業

者がその経営の安定に必要とする

資金について、その融資を市長の

指定する金融機関に依頼すること

により、中小企業の振興を図るこ

とを目的とする。

市内で事業を営む中小企業者に対

し経営の安定と振興を図ることを

目的に融資のあっせんを行うも

の。

産業振興推進事

業

環境

経済部
商工課

市内産業の発展が、地域経済の活

性化及び産業競争力の強化並びに

新たなまちの魅力の創出に寄与す

ることに鑑み、上尾市産業振興会

議等と連携し、産業振興のための

施策を推進する。

各種産業振興施策を総合的に推進

するため、関係機関等と連携し

て、効果的な施策提供をはじめ、

事業者に対する多様な支援を行

う。

6-1 （3）　企業の事業継続体制の整備

商工会議所等補

助事業

環境

経済部
商工課

中小企業者の振興と安定を図るた

めに、中小企業者の経営または技

術の改善発達のための事業を行う

商工団体に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付する。

地域総合経済団体として、調査研

究、各種相談、経営指導や支援な

ど、業界全体の基盤強化や地域振

興に寄与する団体に対し、支援を

行う。

中小企業サポー

ト事業

環境

経済部
商工課

専門家との相談や補助金の交付に

より、事業の継続や成長・発展を

推進し、市内産業の活性化を図

る。

事業者が抱える経営課題や地域課

題の解決に向けて、関係機関と連

携し、専門家による「知恵の支

援」と補助金による「資金の支

援」の両輪でサポートすること

で、中小企業の事業継続と成長発

展を支援する。

7-1　大規模延焼火災が発生する事態

7-1 （1）　市街地整備等による大規模延焼火災対策

都市計画審議会

運営事業

都市

整備部

都市

計画課

都市計画法に基づく都市計画審議

会の運営。

都市計画法第77条の2の規定に基

づき都市計画審議会を設置。

都市計画基礎調

査事業

都市

整備部

都市

計画課

都市の現況及び将来の見通しを定

期的に把握する。

都市計画法第6条に基づき、都市

計画区域について、おおむね5年

ごとに都市計画に関する基礎調査

として、都市の詳細な現状及び将

来の動向を見据え、より適切な都

市計画を策定するための調査を行

うもの。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

都市計画課一般

事務費【土地区

画整理費】

都市

整備部

都市

計画課
市街地整備事業の推進。

総合計画の市街地整備事業の推進

を図るための都市計画課の事務費

用。

都市計画推進事

業

都市

整備部

都市

計画課

都市計画法等に基づく各種法定図

書等の作成。

土地の有効活用や住環境の向上等

を目的とし、各種都市計画の決

定・変更に係る調査及び法定図書

の作成等を行う。

7-1 （2）　延焼遮断帯等による大規模延焼火災対策

丸山公園整備事

業

都市

整備部

みどり

公園課

市民の憩い、運動、コミュニ

ティー創出の場や一時的な避難場

所の提供、緑地の確保。

上尾丸山公園は、昭和53年に約

12.1haの面積で開園、平成元年度

より約15.4haの拡張計画を策定

し、自然環境を生かした公園とし

て整備及び維持管理を進めてい

る。

ふるさとの緑の

景観地保全事業

都市

整備部

みどり

公園課

市民の憩い、コミュニティー創出

の場や緑地の確保。

ふるさとの緑の景観地は埼玉県条

例に基づき指定されている。埼玉

県及び上尾市は平成4年度から公

有地化を進めている。

戸崎公園整備事

業

都市

整備部

みどり

公園課

市民の憩い、運動、コミュニ

ティー創出の場や一時的な避難場

所の提供、緑地の確保。

戸崎地区において平成5年に完了

した公共残土埋立地（面積約

6.0ha）について、公園整備を図

る。

街区公園整備事

業

都市

整備部

みどり

公園課

市民の憩い、運動、コミュニ

ティー創出の場や一時的な避難場

所の提供、緑地の確保。

地区住民の憩いの場として設置さ

れる街区公園の整備を図る事業で

ある。主に土地区画整理事業など

によって生み出された用地の公園

整備を図る。

都市公園等管理

運営事業

都市

整備部

みどり

公園課

市民の憩い、運動、コミュニ

ティー創出の場や一時的な避難場

所の提供、緑地の確保。

上尾市管理の都市公園及び上尾市

自然学習館外施設、並びにその他

の公園を効率的に管理するため、

指定管理者に委託し、公園の維持

管理を行っていく。

空閑地整備事業
都市

整備部

みどり

公園課

市民の憩い、運動、コミュニ

ティー創出の場や一時的な避難場

所の提供、緑地の確保及び維持管

理。

空地を効率的に利用することによ

り、地域環境の保全と地域住民の

潤いのある市民生活の向上に寄与

することを目的に事業の推進を図

る。

7-2　危険物・有害物質等が流出する事態

7-2 （2）　危険物・有害物質等の流出時の対策

環境調査・測定

事業

環境

経済部

生活

環境課

生活環境の保全の観点から、大

気・水質・土壌へ漏洩した化学物

質等の存在状況の把握を目的とし

て調査・測定を行う。

工場等からの排水検査や、河川水

質、大気中のダイオキシン類等の

調査を行う。食材及び空間放射能

の測定を行う。雑排水による水質

汚濁を防止するため、工場、事業

所の立入調査を行う。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

8-1　大量に発生する災害廃棄物・産業廃棄物等の処理が停滞する事態

8-1 （1）　廃棄物処理施設の整備

上尾伊奈資源循

環組合運営事業

環境

経済部

環境

政策課

現西貝塚環境センターの代替施設

の建設。

新たなごみ処理施設の建設にあた

り、伊奈町とごみ処理の広域化を

進めるため、循環型社会形成推進

交付金等を活用し、広域ごみ処理

施設（エネルギー回収型廃棄物処

理施設、マテリアルリサイクル推

進施設）整備事業を行う。

西貝塚環境セン

ター管理運営事

業

環境

経済部

西貝塚

環境

センター

上尾市で発生した一般廃棄物を西

貝塚環境センターで安全に安定的

に処理する。

西貝塚環境センターの工場棟、管

理棟、資源化ヤード、車庫棟及び

上野ストックヤードの運営及び維

持管理をするもの。設備の長寿命

化を図るため、「西貝塚環境セン

ター基幹的設備改良事業」を実施

する。

西貝塚環境セン

ター一般事務費

環境

経済部

西貝塚

環境

センター

西貝塚環境センター施設、事務所

の運営に必要な管理経費、義務的

負担金等

西貝塚環境センターの事務所管理

費用や各種負担金・補助及び交付

金など。

8-1 （2）　災害廃棄物処理体制の整備

ごみ処分・運搬

委託事業

環境

経済部

西貝塚

環境

センター

各市町村内で発生した一般廃棄物

の処理については、自区内処理の

原則に基づき、市町村の経費に

よって処理するものである。家庭

から排出された廃棄物の適正な運

搬、処理を民間廃棄物処理事業者

へ委託することにより市の責務を

果たす。

小型ガスボンベ・ガラス・廃タイ

ヤ・廃乾電池・動物死体・廃消火

器・家電4品目不法投棄物などの

ごみを処分・運搬委託するもので

ある。

ごみ収集委託事

業

環境

経済部

西貝塚

環境

センター

廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に基づき、市の責任において家

庭ごみの収集・運搬を行う義務が

ある。

市内の各家庭から排出されるごみ

の収集運搬を委託するとともに、

ごみ収集日程表を作成し、各世帯

に配布するもの。

最終処分事業
環境

経済部

西貝塚

環境

センター

西貝塚環境センターで発生した焼

却灰及び破砕残渣を最終処分場へ

運搬し、埋立処分する。

上尾市は最終処分場を所有しない

ため、焼却灰、破砕残渣等の最終

処分（再生含む）を委託処理する

もの。

ごみ収集車両管

理事業

環境

経済部

西貝塚

環境

センター

各市町村で発生した一般廃棄物の

運搬については、自区内処理の原

則に基づき、市町村が運搬するも

のである。家庭から排出された廃

棄物の適正な運搬することは市の

責務である。

家庭ごみ収集（塵芥車、ダンプ

等）、場内作業（フォークリフト

等）に使用する車両の賃貸借契約

や維持管理（点検、修理等）を行

うもの。
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事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

8-1 （3）　廃棄物処理に向けた市民への広報・啓発の実施

資源循環推進事

業

環境

経済部

環境

政策課

行政回収量の削減及びリサイクル

の促進。

市民へのリサイクル意識の啓発の

ため、地域リサイクル団体に対

し、報奨金及び補助金の交付など

の支援を行う。また、生ごみ減量

化促進のため、家庭用生ごみ処理

容器等の購入費に対して補助金の

交付を行う。

不用品リサイク

ル事業

環境

経済部

西貝塚

環境

センター

市民へリサイクル品の提供するこ

とによりリユース意識の啓発をす

ることにより、ごみ減量、リサイ

クルを推進を図る。

粗大ごみ収集及び市民から直接搬

入されるごみの中には、品質が良

好で再使用が可能なものがあるこ

とから、西貝塚環境センター内に

リサイクル展示室を設け展示し、

希望する市民に頒布を行うもの。

資源回収業務委

託事業

環境

経済部

西貝塚

環境

センター

市民が排出する廃棄物から資源化

が可能な紙類、布類を分別収集し

資源の有効利用を図ることにより

ごみ処理量の減量化を図る。

新聞、段ボール、雑がみ、古布を

リサイクルするため、可燃物とは

別に定期収集を行い、資源の有効

利用を図るもの。

廃棄物減量等推

進審議会運営事

業

環境

経済部

環境

政策課

廃棄物処理の処理等について審議

いただく、有識者や市議で構成さ

れる審議会の運営。

一般廃棄物の減量及び適正な処理

に関する事項を審議するため、廃

棄物減量等推進審議会を開催し、

事業の進捗管理を行う。

8-2　市内の基盤インフラの崩壊等により、復旧・復興が大幅に遅れる事態

8-2 （1）　事前復興準備の推進

道路橋りょう等

災害復旧事業

都市

整備部

道路

河川課

自然災害により被災した公共土木

施設を迅速・確実に復旧する。

降雨、暴風、洪水、その他異常な

自然現象による災害により道路橋

りょう等に被害が生じた場合に、

施設の原形復旧を行う。

復興事前準備事

業

都市

整備部

都市

計画課
事前復興計画の策定。

平時から復興に向けた準備を行

い、大震災等により被災しても迅

速かつ着実に復興を進めることが

できるよう、「事前復興計画」の

策定に向け準備を進める。

8-3　土地利用の混乱に伴う境界情報の消失等により、復興事業に着手できない事態

8-3 （1）　地籍調査等の実施

都市計画基本図

作成事業

都市

整備部

都市

計画課
都市計画基本図等の更新

都市計画変更等に伴う都市計画図

の印刷や統合型GISの用途地域等

の情報の更新を行う。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

道路境界確認事

業

都市

整備部

建設

管理課
境界確認作業の効率的な実施。

近年の境界確認作業は、土地家屋

調査士を含めた立会いが多く、難

しい案件が増加している。事業委

託により測量事前調査から、測量

図作成が効率的になり、また各種

ノウハウを吸収することにより他

の案件に活用できる。

公共基準点管理

事業

都市

整備部

建設

管理課
基準点の適正な管理。

基準点は、地図作成や各種測量の

基準となるものである。上尾市基

準点管理規則に基づき、適切に管

理する必要がある。

8-4　耕作放棄地等の荒廃地が大幅に増加する事態

8-4 （1）　荒廃農地の低減対策

農地農業用施設

災害復旧事業

環境

経済部
農政課

農地農業用施設等に被害が生じた

場合、農地農業用施設の原型復旧

を行う。

降雨、暴風、洪水、その他異常な

天然現象による災害により農地農

業用施設等に被害を生じた場合

に、農地農業用施設の原型復旧を

行う。

8-6　労働力の減少等により、復旧工事が大幅に遅れる事態

8-6 （2）　保育体制の整備

認可保育所運営

支援事業

こども

未来部
保育課 認可保育所の運営を支援する。

認可保育所の通常保育、延長保

育、一時保育事業等の保育運営を

支援する。

市立保育所管理

運営事業

こども

未来部
保育課 よりよい保育環境を提供する。

公立保育所の維持管理や運営する

ために必要な各種事業を行う。

民間保育所施設

整備事業

こども

未来部
保育課 待機児童の解消を図る。

上尾市こども・子育て支援事業計

画（上尾市こども計画）に沿っ

て、民間保育所等の施設整備に対

して補助を行う。

放課後児童健全

育成事業

こども

未来部
青少年課

放課後児童健全育成事業を実施す

る。

放課後、保護者が就労等により不

在となる家庭の小学校児童に対し

て、適切な遊びや生活の場を提供

し、その健全な育成を図る。

放課後児童クラ

ブ整備事業

こども

未来部
青少年課

放課後児童健全育成事業の実施に

必要な放課後児童クラブ（公設）

の整備を図る。

放課後児童健全育成事業の実施に

必要な放課後児童クラブ（公設）

を整備する。

8-7　被害認定調査、り災証明交付、仮設住宅の供給等の業務の遅延による生活再建が遅れる事態

8-7 （1）　被害認定調査・り災証明交付体制の整備

固定資産税等賦

課事業

行政

経営部
資産税課

被災者の生活再建のため、生活再

建に必要なり災証明書を迅速に発

行する。

災害発生時に、住家の被害認定調

査を行い、その結果に基づき、迅

速にり災証明書を交付するもの。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

8-7 （3）　生活再建支援体制の整備

災害救助事業
健康

福祉部

福祉

総務課

災害弔慰金の支給等に関する法律

が適用された災害に対し、市条例

に基づいた支援を行う。

災害弔慰金の支給等に関する法律

及び施行令、上尾市災害弔慰金の

支給に関する条例及び施行規則に

より、災害弔慰金や災害障害見舞

金の支給、災害援護資金の貸付を

行う。

福祉総務課一般

事務費

健康

福祉部

福祉

総務課

福祉総務課の一般事務費の他、

「行旅病人及び行旅死亡人取扱

法」及び「墓地埋葬等に関する法

律」等に関する事務を行う。

強靱化に寄与する事業内容：行旅

病人及び行旅死亡人取扱事務、墓

地埋葬等に関する法律に関わる事

務。

災害見舞金等支

給事業

健康

福祉部

福祉

総務課

災害により被害を受けたときに、

被災された方またはそのご遺族に

対し、災害見舞金または弔慰金を

支給する。

災害により被害を受けたときに、

被災された方またはそのご遺族に

対し、災害見舞金または弔慰金を

支給する。

ただし、災害救助法の適用を受け

たとき、または、災害弔慰金もし

くは災害障害見舞金の支給を受け

たときを除く。

災害対策基金管

理事業
総務部

危機管理

防災課

災害時応援協定に基づき、売り上

げの10%が市の歳入となる自動販

売機やその他寄付金等について、

その歳入を災害時に活用できる資

金とするため、災害対策基金に積

み立てるものである。

寄附金等の積立を行い、大規模災

害により被害を受けた被災者の支

援に関する経費として有効に活用

する。

8-8　貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形文化の衰退・喪失

8-8 （1）　文化財・環境的資産の保全・復旧体制の整備

文化財調査・保

存事業

教育

総務部

生涯

学習課

文化財保護法に基づき文化財を保

存・活用する。

市文化財保護条例に基づき、市内

に所在する文化財のうち重要なも

のを市指定文化財等として指定

し、その保存及び活用を図ってい

る。また、これらの文化財の管理

や修理のための補助金と維持のた

めの交付金を交付している。

埋蔵文化財調査

事業

教育

総務部

生涯

学習課

地中に存在する遺構・遺物などを

包括する埋蔵文化財（遺跡）を適

切に保存する。

市内における周知の埋蔵文化財包

蔵地で土木工事等が計画された場

合、先立って試掘調査や発掘調査

を実施する。

市史担当分室及

び資料室管理事

業

教育

総務部

生涯

学習課

市の関係施設で管理している歴史

資料、古文書、歴史的公文書等や

有形民俗文化財を適切に保存す

る。

収集・整理した歴史資料（主に古

文書など）及び、寄託されている

歴史資料を保存し、歴史資料調査

事業を実施する施設である市史担

当分室（大石南小）・原市資料室

の維持管理を行う。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

8-8 （2）　文化財への理解に係る意識醸成

「上尾の摘田・

畑作用具」保存

活用事業

教育

総務部

生涯

学習課

上尾市初の国指定文化財となった

「上尾の摘田・畑作用具」を適切

に保存・管理し活用する。

令和3年3月に国指定重要有形民俗

文化財となった「上尾の摘田・畑

作用具」について、その保存のた

め適切な管理を行うとともに、市

民への公開や啓発を行うことで文

化財への理解を深め、その普及を

図る。

9-1 （1）　災害リスク・自助・共助に関する啓発

広報誌等作製・

発行事業

市長

政策室

広報

広聴課

市政の現状や施策の取り組み状況

などの情報を提供するために欠く

ことのできない重要な媒体であ

り、継続的定期的に発行する必要

がある。

市政や施策の取り組み状況、お知

らせなどを市民に分かりやすく提

供するため、広報誌『広報あげ

お』を毎月発行する。視覚障害者

向けには、『広報あげお』の内容

を録音した『声の広報』を毎月送

付する。

公民館講座事業
教育

総務部

生涯

学習課

市民に多様な学習機会の提供や、

生涯学習の充実を図るため。

生涯学習の充実を図るため、市内

6か所の公民館で、一般教養、文

化・芸術、健康・スポーツなど市

民に多様な学習機会の提供や、公

共の課題に関わる事業等を実施す

る。

9-2　コミュニティの醸成が不十分なため、被害（逃げ遅れ、延焼等）が拡大する事態

9-2 （1）　地域コミュニティの醸成

地域活動推進事

業

市民

生活部

市民協働

推進課

住民が自主的に行うコミュニティ

活動の促進を図り、地域の連帯感

に基づく自治意識を盛り上げるた

め。また、自治会等の自主的かつ

円滑な運営を助長し、もって市民

参加の市政を推進するため。

コミュニティ推進会議への補助及

び自治会活動運営交付金の交付に

より、地域活動を推進する。

集会所等整備補

助事業

市民

生活部

市民協働

推進課

地域においての自治意識の高揚と

福祉の増進を図るため。

集会や行事等、地域活動に利用す

る施設の整備や、施設で使用する

備品または施設の周囲の環境基盤

の整備を行う自治会に対する補助

事業。

外国人市民支援

事業

市民

生活部

市民協働

推進課

増加する外国人市民に対して情報

提供を行い、生活支援を図る。

外国人市民向けの相談窓口の充実

や必要な情報を多言語で提供する

ことで外国人市民の生活支援を図

る。

9-1　災害リスクや避難行動に関する知識・認識不足により、適切な避難行動ができず多くの被害が発生する事態
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

地域福祉推進事

業

健康

福祉部

福祉

総務課

社会福祉法第107条による、市の

将来を見据えた地域福祉のあり方

や推進に向けての基本的な方向を

定める「上尾市地域福祉計画」の

策定・進行管理を行うほか、上尾

市見守りネットワークの運営等に

より地域福祉の推進を図る。

地域福祉の推進を図るため、地域

福祉推進協議会や地域福祉推進

員、あんしんNW庁内会議、上尾

市見守りNWなどを運営する。令

和4年度より第3次上尾市地域福祉

計画・第6次上尾市地域福祉活動

計画開始。

民生委員・児童

委員活動推進事

業

健康

福祉部

福祉

総務課

地域において、低所得者の自立更

正の援護、高齢者・障害者・児

童・母子等の福祉増進、福祉施策

への協力など広範囲な活動を行う

民生委員・児童委員の活動を推進

する。

民生委員・児童委員の活動に対す

る補助事業。

社会福祉協議会

補助事業

健康

福祉部

福祉

総務課

社会福祉法人上尾市社会福祉協議

会の円滑な運営の確保と事業の推

進を図る。

ボランティア育成・指導、共同募

金・日赤募金、生活福祉資金貸

付、支部社協育成、行政からの社

会福祉事業の受託等を行っている

上尾市社会福祉協議会に対して補

助金を交付する。

社会福祉事業寄

附金管理事業

健康

福祉部

福祉

総務課

社会福祉への寄附を社会福祉事業

推進の財源に充てるため、社会福

祉基金を設置し、福祉向上に繋が

る事業を実施する団体に対して助

成を行う。

社会福祉事業の推進ために寄せら

れた寄附金と運用利子等を社会福

祉基金に積み立て、交付申請の

あった福祉に関する事業を実施し

ている団体に対して助成を行う。

ファミリー・サ

ポート・セン

ター事業

こども

未来部

こども

支援課
子育て援助活動。

「子育ての援助を受けたい人」と

「子育ての援助をしたい人」を会

員として組織し、地域における子

育て援助活動を支援する事業。上

尾市社会福祉協議会に業務委託。

子育て活動推進

事業費補助事業

こども

未来部

こども

支援課

子育て中の自主グループが相互に

交流し、児童の健全育成を図るこ

とを目的としている。

子育て中の親子が相互に交流する

ことを支援し、児童の健全育成を

図るため、上尾市子育て活動推進

事業費補助金交付要綱に基づき、

子育て自主グループの連合体に対

し補助金を交付する。

障害福祉サービ

ス事業所かしの

木園管理運営事

業

健康

福祉部

障害

福祉課

障害福祉サービス事業所かしの木

園の運営により、在宅の障害者の

社会参加の促進を図る。

市が設置している「障害福祉サー

ビス事業所かしの木園」の運営を

指定管理（上尾市社会福祉協議会

に委託）に要する費用。

いきいきクラ

ブ・いきいきク

ラブ連合会活動

費補助事業

健康

福祉部

高齢

介護課

おおむね60歳以上の人を対象に自

治会等を単位に活動している自主

的組織で、スポーツ・趣味活動・

ボランティア等を通して生きがい

や仲間づくりを目的とする。

いきいきクラブに対し活動費とし

て補助金を交付するとともに、各

クラブを束ねる連合会に対してク

ラブ数に応じて補助金を交付す

る。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

シルバー人材セ

ンター運営補助

事業

健康

福祉部

高齢

介護課

公益社団法人上尾市シルバー人材

センターは、生きがいや健康、社

会参加を求めて就労したいという

高齢者に対し、能力や希望に応じ

て仕事を提供するほか、就業に必

要な知識・技能の習得を目的とし

た講習等を実施している団体であ

る。市は該当団体の円滑な運営を

確保することを目的としている。

公益社団法人上尾市シルバー人材

センターの円滑な運営を図るため

に補助金を交付する。

敬老事業交付金

支給事業

健康

福祉部

高齢

介護課

敬老の日の行事として、敬老事業

を実施する者に対して、交付金を

交付することにより、高齢者福祉

の連携を図ることを目的とする。

敬老の日の行事として敬老事業を

実施する自治会等、社協支部及び

市長が定める施設等に対し、交付

金を交付する。

農村生活環境整

備事業

環境

経済部
農政課 協働のまちづくりの推進。

上平東部地域の畑地帯総合土地改

良事業区域において、農業者に加

えこどもから高齢者に至る地域住

民参加型の生活環境整備事業や、

あげお産業祭でのふるさと伝承教

室を行う上平東部地域生活環境整

備検討委員会へ補助を行う。

街づくり推進会

議運営事業

都市

整備部

都市

計画課
街づくり推進会議の運営。

都市計画マスタープランに位置付

けられている市民・事業者・市の

協働による街づくりを推進するた

めの調査や審議を行ったり、市長

に対し街づくりに対する提言を行

う組織として設置した「街づくり

推進会議」の運営を図る。

市民街づくり活

動支援事業

都市

整備部

都市

計画課

市民による主体的な街づくりの支

援

「街づくり推進条例」を活用した

街づくりを目指し、協議会の設立

を予定している地区及び設立した

街づくり協議会に対して、協議会

の運営支援、街づくりに関する情

報提供さらに、街づくり専門家の

派遣を行う。

一般コミュニ

ティ助成事業

市民

生活部

市民協働

推進課

住民が自主的に行うコミュニティ

活動の促進を図り、地域の連帯感

に基づく自治意識を盛り上げるた

め。

（一財）自治総合センターが宝く

じの社会貢献広報事業として実施

している一般コミュニティ助成事

業を活用し、各団体のコミュニ

ティ活動に必要な備品等を整備す

る。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

地域子育て支援

拠点運営事業

こども

未来部

こども

支援課

地域の子育て家庭への支援の充実

を図るため、市内13か所に子育て

支援拠点施設（子育て支援セン

ター）が設置されている。保育所

や幼稚園などに就園していないこ

どもと保護者が気軽に利用できる

交流スペースがあり、子育てに関

する講座やイベント、育児相談な

どを行っている。

親子が交流を行う場を提供し、子

育てに関する相談や情報提供等を

行う。市直営1か所及び社会福祉

法人等11団体で実施されており、

このうち社会福祉法人等に対し事

業の実施に必要な経費を対象とし

て補助金を交付する。

子育て支援セン

ター管理運営事

業

こども

未来部

子育て

支援

センター

子育てを支援することにより、子

育て家庭の福祉の向上を図る。

子育て中の家庭を支援するため

「親子及び親同士の交流の場の提

供」、子育てに関する「講座の開

催」「相談支援」「情報の提供」

を行う。

地域福祉拠点運

営事業

健康

福祉部

福祉

総務課

地域住民や関係機関による地域福

祉を推進するために必要となる拠

点の運営支援を行う。

尾山台団地内の旧銀行店舗跡地を

借り上げ、地域福祉推進の拠点と

して自治会に無償で運営委託する

ほか、社会福祉協議会の拠点運営

の支援を行う。

市民活動支援セ

ンター管理運営

事業

市民

生活部

市民協働

推進課

市民活動支援センターは、社会に

貢献しようとする市民の自主的な

活動の支援・促進及び市民との協

働の推進を図るための拠点施設と

しての役割を担う。

市民活動に関する情報の収集及び

提供、相談、交流、研修、調査、

研究等、市民との協働を促進する

ために設置した市民活動支援セン

ターの管理運営業務。

協働のまちづく

り推進事業

市民

生活部

市民協働

推進課

第6次上尾市総合計画における

「協働のまちづくりの推進」を実

現するための必要施策を行う。

協働のまちづくりの規範となる事

業を実施することにより、市民活

動団体と市との協働を推進するこ

とを目的とする。市は、市と協定

を締結した市民活動団体に対し、

予算の範囲内において補助金を交

付する。

地域活動支援セ

ンター事業

健康

福祉部

障害

福祉課

上尾市身体障害者福祉センターの

運営等により、障害者の福祉の増

進を図る。

障害者総合支援法の規定に基づき

市町村が実施する地域生活支援事

業のうち、地域活動支援センター

等に要する費用を計上する。

配食サービス事

業

健康

福祉部

高齢

介護課

食事の調理が困難な在宅の高齢者

及び障害者に対し、栄養バランス

の摂れた食事を提供することによ

り、健康の維持及び生活を支援

し、高齢者及び障害者の福祉の増

進を目的とする。

一人暮らしの高齢者や毎日の食事

に不安のある人に配食サービス協

力店を周知し、安定した食の確保

を図るとともに、配食サービス協

力店による見守りを行う。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

老人だんらんの

家運営費補助事

業

健康

福祉部

高齢

介護課

地域の高齢者が交流を図るために

気軽に集える場所として「老人だ

んらんの家」として施設の全部ま

たは一部を活用し、提供すること

で地域の高齢者に生きがいを与

え、老人福祉の向上に資すること

を目的とする。

高齢者のだんらんの場所として地

域の公民館・自治会館等を開放す

る自治会、町内会等に運営費及び

家賃の補助を行う。

9-2 （2）　地域の防災組織の育成・支援

自主防災組織育

成支援事業
総務部

危機管理

防災課

災害時における共助の中心とな

る、自主防災会の取り組みを支援

することで、市民の災害対応力の

向上を図るものである。

その他、防災士資格取得への補助

に加え、自警水防団、防災士協議

会に対する補助金の交付も実施し

ている。

地域における人命救助や初期消火

等の応急対策活動がより効果的に

行われるよう、資機材の購入費用

や訓練等の活動支援として、補助

金を交付する。また、地域の防災

力向上のため、防災士の取得に要

する経費の補助を行う。

9-3　地域活動の担い手不足等により、避難所等の生活環境が悪化する事態

9-3 （1）　住民主体の避難所運営体制の整備

避難所環境整備

事業
総務部

危機管理

防災課

発災後迅速な避難所の開設及び運

営を推進し、避難者の生活環境改

善を図る。

トイレ、キッチン、ベッド等に関

する物品を中心に必要な資機材を

購入し、避難所環境の改善を図

る。

9-3 （2）　多様性に配慮した避難所運営体制の整備

国際交流協会支

援事業

市民

生活部

市民協働

推進課

地域における国際交流事業の推進

を図るため。

上尾市国際交流協会：同協会を支

援することで、多文化共生の地域

作りや次世代を担うこどもの国際

感覚の養成を図る。埼玉県国際交

流協会：同協会を支援すること

で、他市国際交流協会との情報交

換や協働の推進を図る。

男女共同参画推

進事業

市民

生活部

人権

男女共同

参画課

男女共同参画社会の実現。

男女共同参画意識の向上を図るた

め、啓発講座の実施や男女共同参

画情報紙等を発行し、情報提供、

意識啓発を図る。また、男女共同

参画社会の形成に向けた活動を支

援する。

人権啓発推進事

業

市民

生活部

人権

男女共同

参画課

人権問題への正しい理解と人権意

識の高揚を図り、人権尊重社会の

実現を目指す。

市の人権尊重都市宣言及び人権施

策推進指針に基づいて、人権尊重

意識の一層の普及・向上を図るた

め、あげおヒューマンライツミー

ティング21を開催し、様々な人権

課題をテーマに市民・団体相互の

交流を促進する。
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部 課
事業の目的 事業の概要事業名

所管施策

体系

人権男女共同参

画課一般事務費

市民

生活部

人権

男女共同

参画課

人権、男女共同参画に関する計画

等を策定するとともに、研修会の

開催や啓発をすることにより、多

様性を認め合い、一人ひとりが人

権を尊重し合う社会の実現を目指

す。

人権男女共同参画課及び男女共同

参画推進センターの一般事務費の

ほか、北足立郡市町同和対策推進

協議会、人権施策推進協議会、男

女共同参画審議会や人権擁護委

員・保護司に係る経費を計上して

いる。

強靱化に寄与する事業内容：人

権、男女共同参画に関連する啓発

等のための事務費用。

DＶ対策支援事

業

市民

生活部

人権

男女共同

参画課

だれもが安心して暮らせる社会の

実現。

配偶者等からの暴力の根絶に向け

た社会づくりのために、暴力を許

さない意識の醸成を図り、また、

被害者などの支援体制の充実を推

進する。

ふれあい広場補

助事業

健康

福祉部

障害

福祉課

補助金の交付により、上尾市ふれ

あい広場実施事業の円滑な実施を

図る。

健常者と障害者のふれあいの場と

して、またお互いの理解と親睦を

深める機会として、アトラクショ

ン、福祉体験、模擬店など「ふれ

あい広場」を開催する実行委員会

に対して補助を行う。
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(1)
消防水利の維持
管理

「上尾市消防水利施設
等に関する設置基準」
を満たす設置率

【2024年度】
88%

【2030年度】
89%

【消防本部】
警防課

(4)
地域の消防体制
の強化

消防団員の定員に対す
る充足率

【2024年度】
81.0%

【2030年度】
85.9%

【消防本部】
消防総務課

(6) 防火意識の啓発
住宅用火災警報器設置
率

【2024年度】
82.5%

【2030年度】
85.0%

【消防本部】
予防課

(1)
河川改修等の外
水氾濫対策

準用河川上尾中堀川改
修工事整備率

【2024年度】
90.2%

【2030年度】
100%

【都市整備部】
道路河川課

(5)
要配慮者利用施
設における避難
確保計画の作成

要配慮者利用施設にお
ける避難確保計画の作
成率

【2024年度】
95.1%

【2030年度】
100%

【総務部】
危機管理防災課

1-5 災害対応の
遅延等により、多
数の要救助者・行
方不明者が発生す
る事態

(2)
情報伝達体制の
整備

市公式SNSのフォロ
ワー数

【2024年度】
28,750件

【2030年度】
41,000件

【市⾧政策室】
広報広聴課

2-1 救助・捜索
活動が大量に発生
し、遅延する事態

(4)
市民に対する正
しい応急手当等
の普及・啓発

市内のコンビニエンス
ストアへのAED設置割
合

【2024年度】
80.8%

【2030年度】
85%

【消防本部】
警防課

3-1 沿線建築物
の倒壊等により、
道路・線路が閉塞
する事態

(1)
道路ネットワー
クの拡充

緊急輸送道路における
無電柱化整備（管路）
延⾧

【2024年度】
4,060ｍ
（基準値）

【2030年度】
6,460ｍ

【都市整備部】
道路河川課

(1) 防犯対策の推進
市内における犯罪発生
件数

【2024年度】
1,642件

【2030年度】
1,600件

【市民生活部】
交通防犯課

(1) 防犯対策の推進
空家除却（解体）補助
金の支給件数

【2024年度】
38件

【2030年度】
100件

【市民生活部】
交通防犯課

1-1 火災によ
り、多数の死者・
負傷者が発生する
事態

1-3 異常気象
（浸水・竜巻）等
により、多数の死
者・負傷者が発生
する事態

施策プログラム

起きては
ならない
最悪の事態
（リスク
シナリオ）

重要業績指標

現状値重要業績指標

4-1 治安の悪化
等により、警察需
要が大幅に増加す
る事態

目標値 担当課
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施策プログラム

起きては
ならない
最悪の事態
（リスク
シナリオ）

重要業績指標

現状値重要業績指標 目標値 担当課

5-1 食料や日用
品、燃料等の物資
が大幅に不足する
事態

(2)
物資調達体制の
整備

災害時応援協定の締結
数

【2024年度】
151件

【2030年度】
163件

【総務部】
危機管理防災課

(1)
世帯あたりの太陽光発
電設置割合

【2024年度】
6.4%

【2030年度】
8.4%

【環境経済部】
環境政策課

省エネ対策推進奨励金
申請件数（次世代自動
車）

【2024年度】
45件

【2030年度】
85件

【環境経済部】
環境政策課

(1)
上水道施設・管
路の整備

重要施設管路耐震化率
【2024年度】
50.0%

【2030年度】
63.9%

【上下水道部】
水道施設課

水質基準不適合率
【2024年度】

0%
【2030年度】

0%
【上下水道部】
水道施設課

(2)
応急給水体制の
整備

災害時協力井戸の登録
件数

【2024年度】
84件

【2030年度】
180件

【総務部】
危機管理防災課

5-4 汚水処理の
⾧期間停止等によ
り、汚水が滞留す
る事態

(1)

公共下水道施
設・管路の整備
及び耐震・耐水
化対策

下水道管路の耐震化
【2024年度】
42.6%

【2030年度】
45.7%

【上下水道部】
下水道施設課

6-1 サプライ
チェーンの寸断等
による産業・農業
の生産力が低下す
る事態

(3)
企業の事業継続
体制の整備

中小企業サポート件数
（単年度実績数）

【2024年度】
238件

【2030年度】
250件

【環境経済部】
商工課

8-1 大量に発生
する災害廃棄物・
産業廃棄物等の処
理が停滞する事態

(3)
廃棄物処理に向
けた市民への広
報・啓発の実施

１人１日あたりのごみ
排出量（家庭部門）

【2023年度】
623g

【2030年度】
597g

【環境経済部】
環境政策課

8-4 耕作放棄地
等の荒廃地が大幅
に増加する事態

(1)
荒廃農地の低減
対策

荒廃農地の面積
【2024年度】

12%
【2030年度】

減少
【環境経済部】

農政課

(2) 保育体制の整備 保育所の待機児童人数
【2024年度】

6人
【2030年度】

0人
【子ども未来部】

保育課

(3)
ボランティア受
入れ体制の整備

災害ボランティア養成
講座を受講した人数
（人）

【2024年度】
139人

【2030年度】
250人

【健康福祉部】
福祉総務課

(1)
地域コミュニ
ティの醸成

地域活動やボランティ
ア活動に参加している
割合

【2024年度】
31.4％

【2030年度】
32.5%

【市民生活部】
市民協働推進課

(2)
地域の防災組織
の育成・支援

指定避難所における訓
練実施か所数

【2024年度】
48カ所

【2030年度】
48カ所

【総務部】
危機管理防災課

5-2 電気・ガス
等のエネルギー供
給が停止する事態

5-3 取水停止等
により、給水停止
が⾧期化する事態

9-2 コミュニ
ティの醸成が不十
分なため、被害
（逃げ遅れ、延焼
等）が拡大する事
態

8-6 労働力の減
少等により、復旧
工事が大幅に遅れ
る事態

自立分散型エネ
ルギー社会の構
築
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■上尾市国土強靱化地域計画策定委員会設置規程 

令和 3 年 1 月 20 日訓令第 3 号 

本庁 

出先機関 

上尾市国土強靱化地域計画策定委員会 

 

（設置） 

第 1 条 本市の国土強靱化地域計画（強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資す

る国土強靱化基本法（平成 25 年法律第 95 号。次条第 1 号において「法」という。）第 13 条に規定

する国土強靱化地域計画をいう。次条において同じ。）の策定に当たり、その案を作成するため、上

尾市国土強靱化地域計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第 2 条 委員会は、本市の国土強靱化地域計画の案の作成に関し必要な次に掲げる事務を行う。 

(1) 本市の国土強靱化（法第 1 条に規定する国土強靱化をいう。以下この条において同じ。）の基本

的な課題の検討に関すること。 

(2) 国土強靱化に関する施策及びその事例の調査研究に関すること。 

(3) 国土強靱化に関する基礎資料の収集に関すること。 

（組織） 

第 3 条 委員会は、委員長及び委員７人をもって組織する。 

2 委員長は、総務部次長の職にある者（総務部次長の職にある者が複数いる場合にあっては、総務部

危機管理防災課の事務を分掌する総務部次長の職にある者）をもって充てる。 

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

4 委員会に副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

（委員長及び副委員長の職務） 

第 4 条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 5 条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

2 委員会は、委員会を組織する者の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（関係者の会議への出席等） 

第 6 条 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対して、資料を

提出させ、又は会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴くことができる。 

（報告） 

第 7 条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会における調査審議の状況を市長に報告するもの

とする。 

（庶務） 

第 8 条 委員会の庶務は、総務部危機管理防災課において処理する。 

（委任） 

第 9 条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

1 この訓令は、公布の日から施行する。 

（この訓令の失効） 

2 この訓令は、令和 4 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。 

附 則（令和 3 年 5 月 17 日訓令第 12 号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

_【資料編】 ４．参考資料                           
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別表（第 3 条関係） 

行政経営部行政経営課長 健康福祉部健康増進課長 市民生活部交通防犯課長  

環境経済部西貝塚環境センター所長 都市整備部河川課長 消防本部警防課長  

上下水道部水道施設課長 

 

一部改正〔令和 3 年訓令 12 号〕 

  

■上尾市国土強靱化地域計画策定委員会 

所属 職名 氏名 

総務部 次長 ◎関根 郁夫 

行政経営部行政経営課 課長 本郷 美代子 

健康福祉部健康増進課  課長 樋浦 雅紀 

市民生活部交通防犯課  課長 小川 紀之 

環境経済部西貝塚環境センター 所長 佐藤 健一 

都市整備部河川課 課長 〇奥隅 雄一 

上下水道部水道施設課 課長 内堀 真人 

消防本部警防課  課長 本田 茂人 

◎委員長、〇副委員長             

■策定経過 

日付 会議等 主な内容 

令和 3 年 

令和 3 年 2 月 10 日 第 1 回上尾市国土強靱化地域計画策定委員会  基本目標について 

令和 3 年 5 月 24 日 第 2 回上尾市国土強靱化地域計画策定委員会  骨子案について 

令和 3 年 5 月 31 日 第 1 回上尾市防災会議  骨子案について 

令和 3 年 6 月 10 日 

～ 6 月 30 日 
庁内照会  強靱化に関わる事業について 

令和 3 年 7 月 28 日 

～ 8 月 24 日 
庁内照会  脆弱性評価・推進方針について 

令和 3 年 8 月 26 日  第 3 回上尾市国土強靱化地域計画策定委員会 
 脆弱性評価・推進方針について 

 重点化案について 

令和 3 年 8 月 26 日 第 2 回上尾市防災会議  検討状況について（中間報告） 

令和 3 年 10 月 6 日 第 4 回上尾市国土強靱化地域計画策定委員会  素案について 

令和 3 年 10 月 25 日 

～11 月 2 日 
庁内照会  計画素案について 

令和 3 年 11 月 16 日 第 5 回上尾市国土強靱化地域計画策定委員会  計画案について 

令和 3 年 11 月 29 日 

～12 月 7 日 
庁内照会  計画案について 

令和 3 年 12 月 14 日 第 6 回上尾市国土強靱化地域計画策定委員会  計画案について 

令和 4 年 

令和 4 年 1 月 4 日 

～ 2 月 3 日 
パブリックコメント  計画案について 

令和 4 年 2 月 15 日 第 7 回上尾市国土強靱化地域計画策定委員会  計画案について 

令和 4 年 3 月 3 日 第 3 回上尾市防災会議  計画案について 
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